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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な 

細目を定める省令の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

 この度，別添のとおり，「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに

際して必要な細目を定める省令の一部を改正する省令（令和元年文部科学省令第 28

号）」（以下「改正細目省令」という。）が令和元年 12 月 16 日に公布され，一部の

規定は令和２年４月１日から，それ以外の規定は令和４年４月１日から施行されるこ

ととなりました。 

この改正は，「学校教育法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 11 号）」に

おいて，認証評価の方法について認証評価機関に新たに大学評価基準に適合している

か否かの認定を行うことを義務付けたことに伴い，認証評価を実施する際に求める内

容について整理するとともに，「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する

法律（平成 14 年法律第 139 号）」（以下「連携法」という。）の改正が行われたこ

とを踏まえ，「専門職大学院設置基準（平成 15 年文部科学省令第 16 号）」（以下「設

置基準」という。）が改正されたことに伴い，必要な整備を行うものです。 
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改正の概要及び留意すべき事項等は下記のとおりですので，十分御了知いただき，

その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。 

 

 

                   記 

 

 

第１ 認証評価において大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことが義

務付けられたことに伴う改正 

１ 改正の概要 

（１）認証評価機関におけるフォローアップの対象の明確化 

認証評価機関は，認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘さ

れた大学の教育研究活動等の状況について，当該大学の求めに応じて評価を行

うよう努めることとされているが，その対象に，学校教育法第 109 条第６項に

規定する適合認定（以下単に「適合認定」という。）を受けられなかった大学

が含まれることを明確化すること。その際に確認する内容は，改善が必要とさ

れた事項に限ること。（第１条第１項第５号） 

（２）法科大学院に係る認証評価に関する規定の削除 

全ての認証評価において，大学評価基準に適合しているか否かの認定を行う

ことが義務付けられたこと及び連携法の改正が行われたことに伴い，法科大学

院に係る認証評価における個別の規定を削除すること。 

 

 ２ 留意事項 

（１）高等専門学校の教育研究等の総合的な状況に係る認証評価（以下「機関別    

評価」という。）においては，従前，大学の機関別評価の内容を準用している

ことから，第１の１の（１）の内容についても，同様に準用すること。 

（２）認証評価機関に努力義務として課している第１条第１項第５号に基づく再度

の評価（以下単に「再度の評価」という。）は，改善が必要とされた事項につ

いて確認し，その状況の可否について判断することが求められること。 

（３）特に，適合認定を受けられない事由となった改善が必要とされる事項の再度

の評価については，大学等の教育研究等の状況を社会に分かりやすく示す観点

から，適合認定を受けられなかった学校教育法第 109 条第２項又は第３項に基

づく認証評価（以下「本評価」という。）の結果と合わせて，大学評価基準に

適合しているか否かの認定を改めて行うことが望まれること。 

（４）再度の評価は，大学における認証評価の結果を踏まえた自主的・自律的な改

善に対して，認証評価機関として実施する認証評価の一部として位置付けられ

るものであり，本評価とは区別されるものであるため，再度の評価を受審した

年度は学校教育法施行令（昭和 28 年政令第 340 号）第 40 条に規定する期間の



起算の年度とはならないこと。 

（５）再度の評価は認証評価の一部として位置付けられるものであるため，学校教

育法第 110 条第４項に基づく結果の通知・公表等については，評価の透明性を

確保しつつ，大学等の質の向上を図る趣旨に鑑み，本評価に準じて取り扱われ

ることが望まれること。 

 

３ 施行期日 

改正細目省令のうち，第１の内容に関するものは令和２年４月１日から施行す

るものとすること。 

 

第２ 連携法改正を踏まえた設置基準の改正に伴う改正 

１ 改正の概要  

（１）教育活動等の状況に係る情報の提供に関することについて，連携法第５条を

踏まえ，設置基準第 20 条の７（新設）において情報の公表が新たに規定され

たことに伴い，現在「情報の提供」とされているところを「情報の公表」に改

正するとともに，規定順をリに変更すること。（第４条第１項第１号リ） 

（２）入学者の選抜における入学者の多様性の確保並びに適性及び能力の適確かつ

客観的な評価に関することについて，連携法第４条を踏まえ，設置基準第 20

条において学識等を涵
かん

養するための教育を受ける上で求められる適性及び能

力を有するかを，適確かつ客観的に評価し，判定することが規定されたことに

伴い，現在「評価」とされているところを「評価及び判定」に改正するととも

に，規定順をイに変更すること。（第４条第１項第１号イ） 

（３）教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の体系的な教育

課程の編成に関することについて，連携法第４条を踏まえ，設置基準第 20 条

の２及び第 20 条の３において開設すべき科目を規定するとともに，「段階的

かつ体系的な教育課程」を編成する旨が規定されたことに伴い，現在「体系的

な教育課程」とされているところを「段階的かつ体系的な教育課程」と改正す

るとともに，規定順をニに変更すること。（第４条第１項第１号ニ） 

（４）授業の方法に関することについて，連携法第４条において涵
かん

養すべき学識及

び能力並びに素養が規定されたことに伴い，現在「授業の方法」とされている

ところを「学識及び能力並びに素養を涵
かん

養するための授業の方法に関するこ

と」と改正し，授業方法の改善を通じて学識等の涵
かん

養を目的とすることを明示

的に規定するとともに，規定順をヘに変更すること。（第４条第１項第１号ヘ） 

（５）学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確保に関するこ

とについて，設置基準第 20 条の６において連携法第４条各号に掲げる学識及

び能力並びに素養について厳格かつ客観的に評価及び修了の認定を行うこと

が規定されたことに伴い，現在「評価及び修了の認定の客観性及び厳格性の確

保」とされているところを，趣旨は変えずに「厳格かつ客観的な評価及び修了



の認定」と改正するとともに，規定順をトに変更すること。（第４条第１項第

１号ト） 

（６）学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上

限の設定に関することについて，現在告示において規定されている年間の履修

登録単位数の上限について，連携法第６条を踏まえ，設置基準第 20 条の８（新

設）において連携法曹基礎課程を修了した者等について年間の履修登録の上限

単位数を引き上げることを可能とすることを規定することに伴い，現状各大学

評価基準においては年間の上限のみを規定していることや，学期制が多様であ

る現在においては学期の上限を各々定める必要性が高くないことなどから，現

在「一年間又は一学期」とされているところを「一年間」と改正すること。（第

４条第１項第１号ヌ） 

（７）専門職大学院設置基準第 25 条第１項に規定する法学既修者の認定に関する

ことについて，連携法第６条を踏まえ，設置基準第 22 条第１項に規定する入

学前既修得単位の認定及び第 25 条第１項に規定する法学既修者の認定におい

て，連携法曹基礎課程を修了した者等について上限単位数を引き上げることを

可能とすることを規定することに伴い，現在の既修者認定に加えて，入学前の

既修得単位等の認定についても併せて規定すること。（第４条第１項第１号ル） 

（８）連携法第４条を踏まえ，設置基準第 23 条において修了認定において必要な

単位数を規定することに伴い，「課程の修了要件に関すること。」を新たに規

定すること。（第４条第１項第１号ヲ） 

（９）連携法第 12 条第２項を踏まえ，認定法曹養成連携協定の実効性を担保する

ため，協定において認定連携法科大学院が協力等を約した事項の実施状況に関

することを新たに規定すること。（第４条第１項第１号タ） 

 

２ 留意事項 

（１）下記①～⑦をはじめ「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法

律等の一部を改正する法律等の施行について」（令和元年 10 月 31 日元文科高

第 623 号高等教育局長通知。以下「施行通知」という。）については，認証評

価において引き続き留意すること。 

  ① 第１条第５号に関して，施行通知の連携法に係る留意事項（５）において，

「第６条第３項第１号における「学校教育法第 109 条第６項に規定する適合

認定を受けていること」という要件については，適合認定を受けられなかっ

た法科大学院が，学校教育法第 110 条第２項に規定する基準を適用するに際

して必要な細目を定める省令（平成 16 年文部科学省令第７号。以下，「細目

省令」という。）第４条第１項第３号に基づく再度の評価によって大学評価

基準に適合している旨の認証評価機関の認定を受けていることを含むもの

とすること。」とされていること。なお，「第４条第１項第３号」の部分に

ついては，改正後は「第１条第５号」となること。 



  ② 第４条第１項第１号ハに関して,施行通知の設置基準に係る留意事項①に

おいて，「細目省令第４条第１項第１号ニ「入学定員の適切な設定及び在学

する学生の数の収容定員に基づく適正な管理」と規定されているところであ

るが，これは，法科大学院における教育を受ける上で求められる適性及び能

力を有していない場合も，定員充足率を確保する観点で入学を認めるべきも

のでないことは当然であり，…同時に，…「入学定員充足率 50％，入学者数

10 名を下回っている場合には，…法科大学院としてふさわしい教育環境の確

保への影響が懸念される。そのため，夜間開講や地域性等の個別の事情を勘

案しても，定員に基づいた入学者数の適正な管理とともに，入学定員につい

ても適切に設定されているか」については，認証評価における重点的な評価

対象となるだけでなく，引き続き各法科大学院においても自ら判断すべき事

項であること。」とされていること。なお，「第４条第１項第１号ニ」の部

分については，改正後は「第４条第１項第１号ハ」となること。 

  ③ 第４条第１項第１号ニに関して,施行通知の設置基準に係る留意事項②に

おいて，「専門職大学院告示第４条第２項において「学生の授業科目の履修

が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする」と

され，「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について」（平成 15 年３

月 31 日 15 文科高第 162 号文部科学事務次官通知）において「例えば法律基

本科目など特定の分野の科目に過度に偏ることがないよう配慮することが

求められるもの」とされている点は，今回，（設置基準）第 23 条第２号にお

いて，各科目群について，学生が修得すべき単位数を定めていることから，

認証評価においてもこの点を踏まえて行うこと。」とされていること。 

  ④ 第４条第１項第１号ニに関して,施行通知の設置基準に係る留意事項③に

おいて，設置基準第 20 条の３第２項について，「基礎科目は「連携法第４条

第１号に規定する専門的学識…を涵
かん

養するための教育を行う科目」，応用科

目は「同条第２号に規定する応用能力…を涵
かん

養するための教育を行う科目」

とそれぞれ規定されているが，この定義は主に当該学識や能力を涵
かん

養するこ

とを目的とする場合の分類であり，実際は同一の科目で当該学識及び能力の

両方を涵
かん

養する場面も想定されることから，認証評価においてもこの点を踏

まえて行うこと。」とされていること。 

  ⑤ 第４条第１項第１号ニに関して,施行通知の設置基準に係る留意事項④に

おいて，設置基準第 20 条の３第４項について，「「公法系科目」「民事系科

目」「刑事系科目」がそれぞれ何単位必要であるかは，各法科大学院が決め

るべきことであり，認証評価においてもこの点を踏まえて行うこと。」とさ

れていること。 

  ⑥ 第４条第１項第１号ホに関して, 施行通知の設置基準に係る留意事項⑤

において，「第 20 条の４第２項における「50 人以下とする。ただし，教育

上必要があり，かつ，十分な教育効果をあげることができると認められる場



合は，この限りではない。」とは，改正前の専門職大学院告示第５条第２項

における「50 人を標準として行うものとする」と上限については同義であ

る」とされていること。 

  ⑦ 第４条第１項第１号ヘに関して,施行通知の設置基準に係る留意事項⑥に

おいて，「第 20 条の５における「論述の能力その他の専門的学識の応用能

力を涵
かん

養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなけれ

ばならない」とは，例えば，論述式の定期考査を実施した上で，その採点結

果について答案とともに返却し，学生との質疑応答を通じて，学生が改善点

を見いだし論述の能力を向上させることなど，多様な方法が考えられ，各法

科大学院の創意工夫により行われるべきものであること。…司法試験の問題

やそれに類する形式の事例教材が教材に使われることをのみもって受験指

導に偏った指導であると判断することは適当ではなく，むしろ論述の能力等

を涵
かん

養する上で適切な教材となり得るものであれば，司法試験の問題であれ

それに類する形式の事例教材であれ積極的に活用されるべきであり，それら

を用いて法曹として必要とされる論述能力を涵
かん

養するための添削・指導等を

することも，司法試験での回答の作成方法に傾斜した技術的教育や受験指導

に偏った指導に当たらない限りで積極的に行われるべきものであること。…

少人数指導や授業方法の工夫は，飽くまで法科大学院において「学識及び能

力並びに素養」を涵
かん

養するために行われるものであり，認証評価においても

当該目的に留意して行うこと。」とされていること。  

（２）第４条第１項第１号リに関して，法科大学院における情報の公表について定

める設置基準第 20 条の７第６号は令和４年４月１日から，同条第７号は令和

５年４月１日から施行されることを踏まえ，認証評価においても遺漏なく対応

すること。 

（３）第４条第１項第１号ヌ及びルに関して，法科大学院の履修科目の登録の上限

について定める設置基準第 20 条の８，入学前の既修得単位の認定について定

める第 22 条及び法学既修者について定める第 25 条の関連する改正部分は，令

和４年４月以後において在籍する学生に適用されることを踏まえ，各法科大学

院においては前年度より適切に対応すること。 

 （４）第４条第１項第１号ヲに関して，法科大学院の課程の修了要件について定め

る設置基準第 23 条第２号各号においてそれぞれの単位数としているのは，本

改正について諮問した中央教育審議会における議論を踏まえ，一律の修了要件

としては最低限を規定した上で各法科大学院に委ねる趣旨であり，認証評価に

おいても当該趣旨に留意して行うこと。  

 

３ 施行期日 

改正細目省令のうち，第２の内容に関するものは令和４年４月１日から施行する

ものとすること。 



 

 

添付資料 

 

    【別添】学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して 

必要な細目を定める省令の一部を改正する省令 

  

 

 

【問合せ先】 

○学校教育法の改正に伴う改正関係 

高等教育局高等教育企画課企画係  

                    電話：03-5253-4111（内線 2484）  

          

○連携法等の改正に伴う改正関係 

高等教育局専門教育課専門職大学院室  

                    電話：03-5253-4111（内線 3349） 
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い
、
及
び
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
十
条
第
三
項
（
同
法
第
百
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
六
日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田

光
一

学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

学
校
教
育
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
文
部

科
学
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

kyamanaka
テキスト ボックス
別添
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規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
第
百
十
条
第
二
項
各
号
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
）

（
法
第
百
十
条
第
二
項
各
号
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要
な
細
目
）

第
一
条

学
校
教
育
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す

第
一
条

学
校
教
育
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す

る
細
目
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

る
細
目
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
関
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

五

法
第
百
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
大
学

五

認
証
評
価
の
結
果
に
お
い
て
改
善
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
指
摘
さ
れ
た

そ
の
他
の
認
証
評
価
の
結
果
に
お
い
て
改
善
が
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
指
摘

大
学
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該
大
学
の
求
め
に
応
じ
、

さ
れ
た
大
学
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
（
改
善
が
必
要
と
さ
れ
た
事
項
に

再
度
評
価
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
大
学
の
求
め
に
応
じ
、
再
度
評
価
を
行
う
よ
う

努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
法
科
大
学
院
に
係
る
法
第
百
十
条
第
二
項
各
号
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要

（
法
科
大
学
院
に
係
る
法
第
百
十
条
第
二
項
各
号
を
適
用
す
る
に
際
し
て
必
要

な
細
目
）

な
細
目
）

第
四
条

[

略]

第
四
条

［
略
］

一

[

略]

一

［
略
］

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

イ

教
育
活
動
等
の
状
況
に
係
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

イ

入
学
者
の
選
抜
に
お
け
る
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
並
び
に
適
性
及
び

ロ

入
学
者
の
選
抜
に
お
け
る
入
学
者
の
多
様
性
の
確
保
並
び
に
適
性
及
び

能
力
の
適
確
か
つ
客
観
的
な
評
価
及
び
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

能
力
の
適
確
か
つ
客
観
的
な
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

［
略
］

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

ニ

［
略
］

ニ

教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科
目
の
開
設
そ
の
他

ホ

教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
科
目
の
開
設
そ
の
他

の
段
階
的
か
つ
体
系
的
な
教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

の
体
系
的
な
教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

［
略
］

ヘ

［
略
］

へ

法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平

ト

授
業
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
連

携
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
学
識
及
び
能
力
並
び
に
素
養

を
涵
養
す
る
た
め
の
授
業
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。
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ト

学
修
の
成
果
に
係
る
厳
格
か
つ
客
観
的
な
評
価
及
び
修
了
の
認
定
に
関

チ

学
修
の
成
果
に
係
る
評
価
及
び
修
了
の
認
定
の
客
観
性
及
び
厳
格
性
の

す
る
こ
と
。

確
保
に
関
す
る
こ
と
。

チ

［
略
］

リ

［
略
］

リ

教
育
活
動
等
の
状
況
に
係
る
情
報
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ヌ

学
生
が
一
年
間
に
履
修
科
目
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数

ヌ

学
生
が
一
年
間
又
は
一
学
期
に
履
修
科
目
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で

の
上
限
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

き
る
単
位
数
の
上
限
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

ル

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
位
の

ル

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
学
既
修

認
定
及
び
同
令
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
学
既
修
者
の
認
定
に

者
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

ヲ

課
程
の
修
了
要
件
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ワ

教
育
上
必
要
な
施
設
及
び
設
備
（
カ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

ヲ

教
育
上
必
要
な
施
設
及
び
設
備
（
ワ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

カ
・
ヨ

［
略
］

ワ
・
カ

［
略
］

タ

連
携
法
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
連
携
法
科
大
学
院
に
お
け

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

る
同
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
実
施
状
況
に
関
す
る
こ
と
。

二

評
価
方
法
が
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
認
証
評
価
機
関
に
な
ろ
う
と

二

評
価
方
法
が
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
認
証
評
価
機
関
に
な
ろ
う
と

す
る
者
が
連
携
法
第
二
条
に
規
定
す
る
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
及
び
同
法
第

す
る
者
が
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律

四
条
に
規
定
す
る
大
学
の
責
務
を
踏
ま
え
、
特
に
重
要
と
認
め
る
事
項
の
評

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
連
携
法
」
と
い

価
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
総
合
的
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
て
特
に
重
要

と
認
め
る
事
項
の
評
価
結
果
を
勘
案
し
つ
つ
総
合
的
に
評
価
す
る
も
の
そ
の

他
の
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
を
適
確
に
行
う
に
足
り
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

[

号
を
削
る
。]

三

認
証
評
価
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
、
連
携
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定

す
る
適
格
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
法
科
大
学
院
の
教
育
活
動
の
状
況
に

つ
い
て
、
当
該
法
科
大
学
院
の
求
め
に
応
じ
、
再
度
評
価
を
行
う
よ
う
努
め

る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
同
項
第
二
号
の

改
正
規
定
（
同
号
中
「
評
価
す
る
も
の
そ
の
他
の
同
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
を
適
確
に
行
う
に
足
り
る
も
の
」
を

「
評
価
す
る
も
の
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


